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一
膳
醸
騒
醒

壬
申
の
乱
及
び
聖
武
天
皇
伊
勢
巡
幸
と
北
伊
勢

－
朝
明
郡
家
跡
の
発
見
を
契
機
と
し
て
ー

一
、
は
　
じ
　
め
　
に

大
友
皇
子
と
大
海
人
皇
子
　
（
後
の
天
武

天
皇
、
以
下
天
武
天
皇
と
称
す
る
）
　
が
、
皇
位

を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
壬
申
の
乱
　
（
天
武

天
皇
元
年
壬
申
（
六
七
二
）
）
　
の
折
、
天
武

天
皇
は
の
ち
の
持
統
天
皇
と
と
も
に
、
北

伊
勢
地
方
に
束
下
向
さ
れ
、
ま
た
藤
原
広

嗣
が
九
州
で
反
乱
を
起
こ
し
た
際
　
（
天
平

十
二
年
（
七
四
〇
）
）
、
聖
武
天
皇
は
右
大

臣
橘
諸
兄
ほ
か
を
引
き
連
れ
関
東
　
（
伊
賀

－
伊
勢
－
美
濃
－
近
江
－
山
城
）
　
に
行
幸
さ
れ
、

北
伊
勢
地
方
を
通
過
さ
れ
て
い
る
。
聖
武

天
皇
の
行
幸
は
、
国
家
的
な
危
機
の
中
、

曽
祖
父
天
武
天
皇
の
束
下
向
の
跡
を
辿
る

岡
・
田
　
　
　
登
（
讃
）

こ
と
も
、
そ
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
『
万
葉
集
』
巻
第
六
に
は
、

聖
武
天
皇
の
御
製
ほ
か
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
、
国
家
を
左
右
す
る
重
大

な
時
期
に
、
北
伊
勢
地
方
を
訪
れ
ら
れ
て

お
り
、
古
代
王
権
と
伊
勢
と
の
関
わ
り
を

考
え
る
上
で
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
度
、
国
道
一
号
線
の
渋
滞
解
消
の

た
め
に
計
画
さ
れ
た
北
勢
バ
イ
パ
ス
工
事

に
先
立
つ
、
四
日
市
市
教
育
委
員
会
に
よ

る
同
市
大
矢
知
町
久
留
倍
遺
跡
の
事
前
発

掘
調
査
で
、
同
遺
跡
が
朝
明
郡
の
郡
家
跡

で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
確
認

に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
よ
り
比
定
地
で
問

題
と
な
っ
て
い
た
天
武
天
皇
天
照
大
神
望

拝
の
迦
大
川
や
『
万
葉
集
』
に
見
え
る
四

泥
の
崎
、
狭
残
行
宮
な
ど
の
地
が
、
整
合

的
に
理
解
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
下
、
本
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お

本
論
は
、
本
年
六
月
六
日
、
皇
撃
館
大
学

伊
勢
学
舎
四
三
一
教
室
で
開
催
さ
れ
た
第

五
十
回
神
道
史
学
会
大
会
で
、
発
表
し
た

も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
な

ら
、
神
道
史
学
会
の
学
術
誌
で
あ
る
『
神

道
史
研
究
』
に
掲
載
発
表
す
る
の
が
筋
で

あ
る
が
、
本
遺
跡
は
道
路
工
事
に
伴
う
遺

跡
保
存
の
問
題
が
提
起
さ
れ
、
緊
急
性
を

要
し
、
ま
た
『
日
本
書
紀
』
『
続
日
本
紀
』

『
万
葉
集
』
な
ど
に
見
え
る
比
定
地
が
曖

昧
な
ま
ま
で
、
当
地
域
の
歴
史
や
本
遺
跡

の
性
格
が
語
ら
れ
る
の
を
恐
れ
、
急
遽
発

表
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の

論
点
に
つ
い
て
は
、
『
四
日
市
市
史
』
史

料
編
・
考
古
I
　
（
昭
和
六
十
三
年
発
行
）
・

Ⅱ
　
（
平
成
五
年
発
行
）
を
執
筆
す
る
中
、
ま

た
平
成
五
年
十
一
月
の
四
日
市
市
立
博
物

館
創
立
時
の
常
設
展
展
示
　
（
古
代
）
、
お

よ
び
『
常
設
展
示
図
録
』
作
成
に
あ
た
り

協
力
し
た
時
よ
り
考
え
て
き
た
も
の
で
、

今
回
の
発
掘
調
査
の
成
果
を
受
け
て
卑
見

を
ま
と
め
発
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
久
留
倍
遺
跡
に
つ
い
て

久
留
倍
遺
跡
は
、
四
日
市
市
北
東
部
の

朝
明
川
下
流
右
岸
（
南
岸
）
　
の
垂
坂
丘
陵

束
端
部
に
位
置
し
、
標
高
約
三
〇
メ
ー
ト

ル
を
最
高
所
と
す
る
東
側
に
向
け
て
緩
や

か
に
傾
斜
す
る
丘
陵
斜
面
に
立
地
す
る
。

東
方
に
は
、
沖
積
低
地
な
ら
び
に
伊
勢
湾

を
挟
ん
で
知
多
半
島
や
濃
尾
の
山
々
、
ま

た
朝
熊
山
を
は
じ
め
と
す
る
南
伊
勢
の
山
々

が
遠
望
で
き
る
大
変
見
晴
ら
し
の
良
い
所

で
あ
る
。

遺
跡
は
、
東
西
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
南

北
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
程
の
範
囲
に
お
よ
び
、

発
掘
調
査
（
約
四
万
七
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）

に
よ
っ
て
、
弥
生
時
代
中
期
か
ら
鎌
倉
時

代
頃
ま
で
の
遺
構
や
遺
物
が
、
確
認
さ
れ

て
い
る
。
近
く
に
は
、
弥
生
時
代
後
期
か

ら
古
墳
時
代
後
期
の
竪
穴
住
居
一
〇
〇
棟

以
上
が
確
認
さ
れ
た
山
奥
遺
跡
　
（
南
方
）
、

江
戸
時
代
に
銅
鐸
二
個
が
出
土
し
た
と
い

う
青
木
谷
遺
跡
　
（
西
側
）
、
玉
砥
石
が
採

集
さ
れ
た
北
之
脇
遺
跡
　
（
南
西
）
　
な
ど
を

始
め
と
す
る
弥
生
時
代
の
集
落
群
が
集
中

し
、
古
墳
時
代
で
は
前
期
に
属
す
る
鋼
鉄



第191号平成16年6月10日　　　　　　　　皇撃館大学史料編纂所報

一一一・訓／旧 ∵－1し＿－‘‾ 篤．千一一一“－‾「、 二言　目 」i　調19“ 

蝦畠・∴i卸し軸・・孝 ‾∵ 畦　mm各∵泳、、鱒「 　調酎登場◆・露鶴心臓 諜相調罵塞「地殻二′7・誓 、 ，＼ 八〇 日具象〃代書〇、・′ …寧∴∴；∴∵ 童　謡欝”’肯＝ 

図1．久留倍遺跡遺構配置図（概報より加筆作成）

二
三
本
　
（
現
存
四
本
）
　
が
出
土
し
た
と
い
　
世
紀
初
）
　
の
節
を
持
っ
た
二
本
の
環
頭
太

う
南
方
の
斎
宮
山
（
或
は
糠
塚
山
）
、
単
鳳
　
刀
が
出
土
し
た
糠
塚
山
北
・
西
麓
に
所
在

環
把
頭
（
六
世
紀
後
）
∵
双
龍
環
把
頭
（
七
　
し
た
死
人
谷
横
穴
墓
群
な
ど
が
あ
る
。
ま

た
飛
鳥
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
古
代

の
遺
跡
は
、
後
述
す
る
古
道
に
沿
っ
て
南

側
に
連
続
し
て
山
畑
、
斎
富
谷
A
・
B
、

斑
鳩
A
・
B
な
ど
の
遺
跡
が
あ
り
、
ま
た
、

東
側
の
沖
積
低
地
部
に
も
、
下
の
宮
遺
跡

な
ど
の
弥
生
時
代
か
ら
鎌
倉
室
町
時
代
の

遺
跡
が
多
く
あ
り
、
旧
朝
明
郡
内
で
も
遺

跡
の
集
中
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
遺
跡
名

は
、
大
矢
知
町
の
小
字
「
久
脅
倍
」
　
に
よ

る
が
、
こ
れ
は
『
和
名
類
衆
抄
』
朝
明
郡

に
見
え
る
古
代
の
郷
名
、
「
訓
覇
畝
脅
」
の

遺
称
で
、
訓
覇
郷
は
後
述
す
る
三
重
郡
と

朝
明
郡
の
郡
堺
で
あ
る
海
蔵
川
か
ら
大
矢

知
町
に
お
よ
ぶ
非
常
に
広
い
範
囲
を
郷
域

と
し
て
い
た
。

久
留
倍
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
朝
明
郡
衛

関
連
遺
構
（
図
1
）
は
、
A
の
柵
で
連
接
さ

れ
た
正
殿
（
S
B
4
3
6
）
・
脇
殿
（
南
二
様
（
S
B
4
4
3
・

姐
）
・
北
一
棟
（
S
B
4
4
4
）
確
認
）
・
八
脚
門
（
綿

蝕
）
か
ら
な
る
都
庁
院
地
区
と
B
の
溝
（
S
D

鵬
・
8
9
2
・
8
9
9
・
掘
・
恥
－
9
0
4
）
　
で
囲
ま
れ
た

総
柱
式
掘
立
柱
建
物
一
六
棟
　
（
舗
4
0
0
・
4
2
0

－
4
2
3
・
4
2
5
～
4
2
7
・
4
5
2
）
　
ほ
ど
の
倉
庫
で
構
成

さ
れ
た
正
倉
院
地
区
が
あ
る
。
郡
庁
院
・

正
倉
院
が
、
一
体
で
確
認
さ
れ
た
の
は
注

目
さ
れ
る
。
ま
た
、
A
の
背
後
に
は
総
柱

式
掘
立
柱
建
物
の
倉
庫
　
念
4
2
8
－
4
3
0
）
　
や

C
地
区
の
長
大
な
掘
立
柱
建
物
　
（
S
B
飾
～

4
3
9
・
4
4
5
）
　
の
ほ
か
、
D
・
E
地
区
の
長
大

な
掘
立
柱
建
物
群
　
（
紙
0
0
・
9
1
・
9
3
・
9
4
・

4
0
0
）
　
が
、
確
認
さ
れ
て
い
る
。
都
庁
院
地

区
と
正
倉
院
・
D
・
E
地
区
は
、
横
方
向

を
や
や
異
に
す
る
が
、
八
脚
門
の
位
置
や

溝
の
途
切
れ
部
　
（
土
橋
）
　
が
、
い
ず
れ
も

東
側
に
あ
り
東
面
す
る
官
衛
配
置
で
あ
っ

た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
古
代
の
官
衛
遺
構

は
、
宮
部
を
始
め
と
し
て
、
国
衛
・
郡
衝

の
ほ
と
ん
ど
が
南
面
す
る
の
が
普
通
で
あ

る
が
、
本
遺
跡
は
東
面
し
て
い
る
こ
と
が
、

最
大
の
特
色
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
後
述

す
る
如
く
朝
明
郡
の
特
性
と
古
道
の
関
わ

り
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
脇
殿
以
外

に
C
・
D
・
E
地
区
で
確
認
さ
れ
て
い
る

長
大
を
掘
立
柱
建
物
群
は
、
後
述
す
る
如

く
四
百
名
の
騎
兵
で
前
後
を
守
ら
れ
た
聖

武
天
皇
巡
幸
の
朝
明
行
宮
を
考
え
る
上
で

注
目
さ
れ
る
。

時
期
的
に
は
、
I
期
　
（
七
世
紀
第
3
四
半

期
－
第
4
四
半
期
）
・
Ⅱ
期
①
（
八
世
紀
第
1

四
半
期
）
・
Ⅱ
期
②
（
八
世
紀
第
2
四
半
期
）
・

Ⅲ
期
　
（
八
世
紀
後
半
以
降
）
　
の
三
期
に
分
け

ら
れ
て
い
る
が
、
都
庁
院
地
区
は
遺
構
埋

土
の
掘
り
下
げ
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の

で
、
未
確
定
で
あ
る
。
ま
た
、
遺
構
の
種

類
や
時
期
も
今
後
の
発
掘
調
査
の
進
展
で
、

変
容
す
る
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

遺
物
に
は
、
円
面
硯
一
点
と
転
用
硯
が
数

点
み
ら
れ
、
ま
た
墨
書
土
器
も
一
点
と
極

め
て
少
な
く
、
遺
物
面
か
ら
遺
跡
の
性
格

を
明
確
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
し
、
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図2．久留倍遺跡関係地図（寛政8年〈1796〉『朝明郡内桑名藩領絵図』〈『四日市市史』〉第6巻絵図編解説に加筆）
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整
然
と
配
置
さ
れ
た
大
規
模
な
倉
庫
辞
と
　
え
て
問
題
は
な
い
。
ま
た
、
所
在
地
の
大

都
庁
院
の
建
物
配
置
は
、
公
的
要
素
を
持
っ
　
　
矢
知
は
、
延
文
五
年
　
（
一
三
七
六
）
　
頃
成

た
も
の
と
考
え
て
よ
く
、
朝
明
郡
家
と
考
　
立
の
『
神
風
紗
』
に
、
「
大
矢
智
御
厨
」

と
見
え
る
の
か
、
現
存
史
料
中
の
初
見
で
、

大
家
（
オ
オ
ヤ
）
あ
る
い
は
公
（
ォ
ォ
ヤ
ケ
）

の
地
、
即
ち
郡
家
の
所
在
を
、
意
味
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
古
道
に
つ
い
て

都
庁
院
な
ら
び
に
正
倉
院
が
東
面
し
、

入
り
口
が
東
側
に
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た

が
、
こ
の
入
り
口
に
つ
な
が
る
古
道
は
、

現
在
も
利
用
さ
れ
て
い
る
県
道
員
弁
四
日

市
線
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
道

は
、
阿
倉
川
町
か
ら
大
矢
知
町
に
至
る
丘

陵
崖
線
（
傾
斜
地
変
換
線
）
を
結
ぶ
ほ
ほ
直

線
の
道
路
で
、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の

『
朝
明
郡
内
桑
名
藩
領
絵
図
』
（
図
2
）
に
も
、

明
瞭
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
聖
武

天
皇
行
幸
の
　
「
四
泥
の
崎
」
　
（
『
万
葉
集
』
）

か
ら
「
朝
明
郡
」
　
（
『
続
日
本
紀
』
）
＝
「
朝
明

行
宮
」
（
『
万
葉
集
』
）
に
至
る
道
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
天
武
天
皇
の
束
下
向
も
こ
の

道
を
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
郡
家
と
郡
家

を
結
ぶ
郡
伝
路
に
相
当
す
る
。
表
1
に
示

し
た
も
の
は
、
天
武
天
皇
束
下
向
で
通
過

さ
れ
た
と
こ
ろ
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

名
張
と
伊
賀
で
は
、
駅
家
を
焚
き
、
そ
れ

以
後
で
は
駅
家
は
見
え
ず
伊
勢
国
で
は
郡

家
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
道
沿
い
に
駅
家

が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
伊
勢
国

に
は
駅
家
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
田
中
卓
博
士
の
尾
張
国

表
用
　
壬
申
の
乱
の
通
過
地
と
天
候

は
も
と
束
山
道
か
と
言
う
指
摘
よ
り
す
る

と
、
当
時
の
東
海
道
は
大
津
宮
か
ら
山
城
・

大
和
（
址
茹
置
畿
無
難
華
章
　
を

抜
け
、
伊
賀
－
伊
勢
⊥
二
河
へ
と
連
絡
し
、

駅
路
は
伊
賀
よ
り
一
志
郡
川
口
関
を
経
て

海
を
渡
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
伊
賀
郡
か

ら
伊
賀
国
北
部
を
通
り
鈴
鹿
関
へ
抜
け
る

天
武
天
皇
束
下
向
の
道
は
、
間
道
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
郡
家
と
郡
家
を
結
ん

だ
道
は
、
大
化
の
改
新
以
前
の
国
造
制
下

の
地
方
の
中
心
を
結
ん
だ
古
道
を
、
建
都

（
議
誹
‥
葦
嶺
結
露
、
輩
魂
謳
）
と
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と
も
に
郡
伝
路
と
し
て
整
備
し
た
も
の
で
、

直
線
短
距
離
で
結
ぶ
駅
路
よ
り
古
い
形
態

を
残
し
て
い
る
も
の
で
、
天
武
天
皇
は
伊

賀
か
ら
北
伊
勢
ま
で
は
、
こ
の
道
を
取
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
伊
勢
国
府

や
鈴
鹿
・
河
曲
両
郡
家
が
見
え
な
い
こ
と

は
、
国
府
や
両
郡
家
が
天
武
天
皇
束
下
向

に
利
用
さ
れ
た
道
か
ら
外
れ
て
い
た
こ
と

と
な
る
。
朝
明
郡
家
に
は
伝
馬
が
置
か
れ
、

国
造
制
下
の
貯
穀
に
由
来
す
る
郡
稲
が
倉

に
貯
蓄
さ
れ
、
伝
使
給
食
以
下
の
雑
用
支

出
に
充
て
ら
れ
て
い
た
。
な
お
古
道
は
、

久
脅
倍
遺
跡
の
東
側
で
、
多
度
方
面
　
（
道

な
り
で
直
進
）
　
と
桑
名
方
面
　
（
川
北
－
結
尾

－
桑
名
）
　
へ
と
、
分
岐
し
て
い
る
こ
と
が
、

前
述
し
た
寛
政
八
年
の
絵
図
や
現
在
も
残

る
道
か
ら
想
定
さ
れ
る
。

四
、
迩
太
川
の
所
在
地
に
つ
い
て

遽
大
川
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、

㈲
員
弁
川
（
町
屋
川
）
説
‥
『
大
日
本
地
名
辞

書
』
　
（
吉
田
東
伍
）

㈲
朝
明
川
説
‥
『
日
本
書
紀
通
証
』
（
谷
川
土

浦
）
・
『
書
紀
集
解
』
（
河
村
秀
根
・
益
根
）
・

『
勢
陽
五
鈴
遺
響
』
（
安
岡
親
毅
）
・
課
蕪

『
日
本
書
紀
』
　
（
坂
本
太
郎
ほ
か
）
・
『
壬

申
の
乱
』
　
（
直
木
孝
次
郎
博
士
）
　
『
角
川
日

本
地
名
大
辞
典
（
遽
大
川
）
』
は
か

ゆ
米
洗
川
説
‥
『
三
国
地
誌
』
　
（
藤
堂
九
甫
）

㊥
三
滝
川
説
‥
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典

（
三
重
荘
）
』
・
『
国
史
大
辞
典
（
三
重
荘
）
』

（
倉
田
康
夫
）

な
ど
の
四
説
が
あ
り
、
現
在
で
は
㈲
の

朝
明
川
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
ほ
か
糠
塚
山
説
（
『
伊
勢
名
勝
蓋
）
・

大
矢
知
町
脅
谷
説
（
羅
緯
謀
や

難
跡
）
な
ど
が
あ
る
。
通
説
の
朝
明
川
説

に
は
、
明
確
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、

朝
明
郡
内
で
最
も
大
き
な
川
で
、
部
名
と

同
じ
名
称
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
理
由
と
な
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
久
留
倍
遺
跡
が

朝
明
郡
の
郡
家
跡
と
な
る
と
、
『
書
紀
』

に
遽
大
川
の
次
に
朝
明
郡
家
が
見
え
る
こ

と
と
矛
盾
し
、
通
説
は
認
め
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
。
久
脅
倍
遺
跡
（
朝
明
郡
家
）

よ
り
手
前
、
南
側
に
あ
た
る
㈲
㈹
説
や
糠

塚
山
説
・
斎
富
谷
説
な
ど
が
、
そ
の
候
補

と
な
る
が
、
㊥
説
以
外
は
有
力
な
根
拠
も

な
く
、
こ
こ
で
は
㈲
説
に
つ
い
て
述
べ
る

こ
と
と
す
る
。

㊥
の
三
滝
川
説
は
、
大
治
五
年
（
二

三
〇
）
三
月
十
三
日
の
「
東
大
寺
諸
国
庄
々

文
井
絵
図
等
目
録
車
中
」
（
『
大
日
本
古
文
書
』

東
大
寺
文
書
）
に
　
「
三
重
庄
　
絵
図
一
天

平
勝
宝
九
歳
四
至
　
轄
羅
山
埼
北
滴
籍
江

と
見
え
る
南
限
の
　
「
遠
河
」
に
比
定
す
る

説
で
あ
る
。
絵
図
そ
の
も
の
は
残
っ
て
い

な
い
が
、
こ
の
四
至
に
見
え
る
北
限
の

「
河
多
良
河
」
　
が
後
述
す
る
史
料
と
の
関

係
か
ら
「
阿
久
良
河
」
　
の
誤
り
と
考
え
ら

れ
、
「
阿
久
良
河
」
は
、
現
在
「
カ
イ
ゾ

ウ
川
」
と
音
読
み
さ
れ
る
海
蔵
川
（
図
3
）

が
、
「
あ
く
ら
川
」
と
訓
読
み
で
き
、
そ

の
南
を
流
れ
る
三
滝
川
を
「
遠
河
」
　
に
当

て
る
説
で
あ
る
。
な
お
三
重
圧
は
、
三
重

郡
の
部
名
に
由
来
す
る
庄
名
で
、
「
西
甘

南
淵
山
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
海
蔵
川
と

三
滝
川
に
挟
ま
れ
西
側
に
丘
陵
　
（
山
）
　
の

あ
る
生
桑
町
付
近
に
比
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

三
重
郡
に
は
内
外
両
宮
領
の
「
遠
保
御
厨
」

が
、
延
元
四
年
　
（
一
三
三
九
）
　
の
　
『
諸
国

御
厨
御
園
帳
』
、
延
文
五
年
（
二
二
七
六
）

頃
成
立
の
　
『
神
風
妙
』
　
に
見
え
、
『
洞
院

摂
政
記
』
　
天
福
元
年
　
（
二
三
一
二
）
　
七
月

三
十
日
条
に
は
　
「
遠
保
御
厨
」
　
の
領
家
職

を
争
っ
た
こ
と
が
見
え
、
『
兼
仲
卿
記
』

弘
安
九
年
　
（
一
二
八
六
）
　
秋
裏
文
書
に
は

「
い
せ
の
と
ほ
の
み
く
り
や
」
と
見
え
て

（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
五
二
）

い
る
。
さ
ら
に
『
享
徳
元
年
庁
宣
注
文
』

の
三
重
郡
に
は
　
「
遠
保
之
芝
田
」
、
『
内
宮

近
代
神
領
納
所
記
』
　
の
三
重
郡
に
も
「
遠

保
芝
田
」
　
と
見
え
、
「
芝
田
」
　
の
地
名
は

『
和
名
類
衆
抄
』
　
三
重
郡
に
見
え
る
　
「
柴

田
郷
」
　
の
故
地
に
当
た
り
、
現
在
四
日
市

市
芝
田
町
に
そ
の
名
を
嘗
め
て
い
る
。
芝

田
町
　
（
図
3
）
　
は
、
三
滝
川
の
右
岸
　
（
南

側
）
　
に
当
た
り
、
「
遠
河
」
　
（
迦
大
川
）
　
を

三
滝
川
に
当
て
て
良
い
証
左
と
な
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、

『
日
本
書
紀
』
　
に
は
　
「
朝
明
郡
迦
大
川
」

と
あ
っ
て
、
三
重
郡
内
に
比
定
さ
れ
る

「
遠
河
」
と
は
、
大
き
く
矛
盾
す
る
こ
と

で
あ
る
。
『
勢

陽
五
鈴
遺
響
』

の
著
者
、
安
岡

親
毅
は
　
『
神
鳳

紗
』
　
に
見
え
る

「
遠
保
御
厨
」

と
の
関
わ
り
を

指
摘
し
な
が
ら
、

三
重
郡
に
所
在

す
る
こ
と
を
も
っ

て
　
「
未
其
真
ヲ

不
レ
得
」
　
と
し

て
、
結
局
朝
明

川
説
を
唱
え
て
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苧幸二 
図4．四日市市北部の条里復元

（『四日市市史』第16巻通史編）

徳
日
記
』
に
も
「
朝
明

郡
迦
太
川
上
」
と
見

え
て
お
り
、
単
な
る

誤
り
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
そ
こ
で
、
三

滝
川
の
流
路
（
図
3
）

を
見
て
み
る
と
三
滝

川
は
、
野
田
町
の
東

方
（
★
印
）
　
で
海
蔵

川
に
合
流
し
て
い
た

こ
と
が
伺
わ
れ
、
合

流
点
以
東
の
海
蔵
川

を
「
遠
河
」
と
呼
ん
で

い
る
。
こ
の
立
場
は
、
三
重
圧
の
比
定
地

を
、
郡
名
に
由
来
す
る
庄
名
に
関
わ
ら
ず

朝
明
川
説
に
引
か
れ
、
三
重
郡
と
朝
明
郡

の
両
郡
で
考
え
る
　
『
角
川
日
本
地
名
大
辞

典
』
や
『
四
日
市
市
史
』
第
十
六
巻
通
史

編
　
（
西
垣
晴
次
氏
）
　
に
も
見
ら
れ
る
も
の

（21）

で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
正
倉
院
文
書
の

天
平
二
十
年
　
（
七
四
人
）
　
四
月
二
十
五
日

の
写
経
所
解
に
　
「
秦
家
主
　
年
廿
二
　
伊

勢
国
朝
明
郡
葦
田
郷
戸
主
船
木
臣
東
君
戸

口
」
と
あ
っ
て
、
三
重
郡
の
郷
名
で
あ
る

「
葦
田
肇
（
霜
名
抄
』
）
を
、
朝
明
郡

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
重
郡
遽
大
川

を
朝
明
郡
迦
大
川
と
『
書
紀
』
編
者
が
誤
っ

た
こ
と
や
郡
堺
の
移
動
も
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
『
釈
日
本
紀
』
所
引
の
『
安
斗
智

い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
は
、
前
述
し

た
古
道
と
交
わ
る
部
分
に
も
あ
た
り
、
ま

た
近
世
東
海
道
　
（
海
蔵
川
以
南
は
古
代
に
も

利
用
か
）
　
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
自
然

堤
防
　
（
浜
堤
）
　
と
も
一
致
し
、
こ
の
付
近

の
川
辺
で
天
武
天
皇
は
天
照
大
神
を
望
拝

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
の

地
域
の
条
里
地
割
の
復
元
（
図
4
）
　
か
ら

す
る
と
、
海
蔵
川
を
境
に
地
割
方
向
が
異

な
り
、
三
重
郡
と
朝
明
郡
の
郡
堺
は
近
世

の
そ
れ
よ
り
、
さ
ら
に
南
の
海
蔵
川
を
郡

堺
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
望
拝
の
川

辺
は
海
蔵
川
（
透
大
川
）
の
左
岸
（
北
側
）
、

朝
明
郡
側
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ

れ
は
、
阿
倉
川
町
か
ら
羽
津
町
に
か
け
て

志
氏
我
野
あ
る
い
は
志
根
我
野
と
言
わ
れ

て
い
た
洪
積
台
地
先
端
付
近
（
誅
臨
址
の

延
書
式
内
社
の
　
「
志
珪
神
社
」
が
鎮
座
し
、
境
内
に
は
碧
玉
製

車
輪
石
や
硬
玉
製
勾
玉
の
出
土
し
た
四
世
紀
後
半
頃
の
前
方
後

輩
篭
蒜
蔀
哉
畿
鶉
）
に
あ
た
り
、

『
万
葉
集
』
　
の
　
「
四
泥
の
崎
」
を
考
え
る

上
で
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
三

重
圧
の
束
の
四
至
で
あ
る
「
布
沼
雪
上
埼
」

は
難
訓
で
、
南
の
　
「
遠
河
」
以
外
の
北
・

西
の
四
至
に
誤
字
が
あ
る
と
す
る
と
、
こ

の
束
も
字
形
の
類
似
か
ら
「
市
泥
」
或
は

「
市
泥
野
」
　
の
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
、
三
滝
川
と
海
蔵
川
と
の
合
流
点

付
近
の
自
然
堤
防
（
図
3
）
　
を
　
「
市
泥
野

上
埼
」
、
近
世
東
海
道
の
走
る
自
然
堤
防

を
、
「
下
埼
」
と
呼
ん
で
い
た
可
能
性
が

あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
右
岸
で
の
望
拝
も

考
え
ら
れ
る
。

五
、
望
拝
と
朝
明
郡
衛
東
面
の

意
味
に
つ
い
て

天
武
天
皇
が
、
遽
太
川
辺
で
天
照
大
神

（
日
の
神
・
太
陽
）
を
望
拝
さ
れ
、
即
位
後
、

こ
の
と
き
の
望
拝
に
よ
り
勝
利
し
た
こ
と

に
感
謝
さ
れ
、
伊
勢
神
宮
の
諸
制
度
　
（
神

宮
職
員
の
整
備
・
式
年
遷
宮
の
開
始
・
斎
王
制
度

の
確
立
）
　
を
整
備
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
何
故
こ
の
地
で
望
拝
さ
れ

た
か
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
も
の
は
な

い
。
そ
の
こ
と
を
、
考
え
る
上
で
重
要
な

点
は
、
天
武
天
皇
は
天
候
　
（
天
の
動
き
）

を
観
て
、
自
ら
占
い
を
さ
れ
る
こ
と
が
先

ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

『
書
紀
』
　
に
よ
る
と
、
天
皇
は
名
張
の

横
河
で有

二
黒
雲
一
広
十
余
丈
経
レ
天
。
時
天

皇
異
レ
之
。
則
挙
レ
燭
親
東
レ
式
占
日
。

天
下
両
分
之
祥
也
。
然
朕
遂
得
二
天

下
一
軟

と
、
黒
雲
を
観
て
占
い
を
さ
れ
、
戦
い
に

勝
利
す
る
こ
と
を
予
言
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
後
の
天
候
を
み
る
と

到
二
川
曲
坂
下
一
両
日
暮
也
。

后
疲
一
之
暫
留
レ
輿
而
息
。
然
夜
喧

欲
レ
雨
。
不
レ
得
二
流
息
一
両
進
行
。

於
レ
是
。
寒
之
雷
雨
已
甚
。
従
レ
駕

者
衣
裳
湿
以
不
レ
堪
レ
寒
。
乃
到
二
三

重
郡
家
一
。
焚
二
屋
一
間
一
両
令
レ
埠
一

寒者一。

と
あ
り
、
遽
大
川
に
着
く
直
前
ま
で
、
夜

中
雷
雨
に
み
ま
わ
れ
、
非
常
に
寒
い
様
子

が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
丙
戌
二
十

六
日
の
旦
　
（
日
の
出
）
　
に
望
拝
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
日
の
出
に
よ
る
光
と
温
か
み

に
対
す
る
感
謝
の
念
が
、
天
候
に
よ
っ
て

占
い
を
す
る
天
皇
の
強
い
思
い
と
重
な
っ

て
現
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ

に
は
朝
明
郡
の
郡
堺
で
、
「
旦
」
を
迎
え

た
こ
と
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

こ
れ
は
、
朝
明
郡
衛
東
面
の
問
題
と
も

大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
朝
明
郡
の
郡
司

に
つ
い
て
は
、
延
長
六
年
　
（
九
二
人
）
　
成

立
の
『
後
拾
遺
往
生
伝
』
に
「
伊
勢
国
朝
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強
は

し　よ

り　となし。何そ思泥の崎を詠めて

明
郡
領
船
木
良
見
」
と
見
え
、
船
木
氏
が

任
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

前
述
し
た
東
大
寺
文
書
に
も
船
木
氏
は
見

え
、
さ
ら
に
式
内
社
耳
利
神
社
・
耳
常
神

社
の
宮
司
も
、
江
戸
時
代
は
船
木
氏
が
任

じ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
船
木
氏
が
、

何
時
か
ら
郡
司
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
『
古
事
記
』
中
巻
・
神

武
天
皇
段
に
弟
の
　
「
神
八
井
耳
命
者
　
（
中

略
）
伊
勢
船
木
直
。
尾
張
丹
羽
臣
。
島
田

臣
等
之
狙
也
」
と
あ
り
、
神
八
井
耳
命
の

子
孫
で
、
現
犬
山
市
付
近
に
盤
屈
し
た
丹

羽
氏
や
海
部
郡
美
和
町
付
近
に
盤
屈
し
た

島
田
氏
と
と
も
に
、
こ
の
地
域
を
押
さ
え

る
有
力
を
氏
族
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
船
木
氏
は
　
『
住
吉
大
社
神
代
記
』

の
　
「
船
木
等
本
記
」
　
に
、

右
昔
。
奉
レ
出
二
日
神
一
字
麻
（
呂
）
・
鼠

緒
・
弓
手
等
速
租
大
田
田
命
児
神
田

田
命
奉
レ
出
二
日
（
神
こ
即
所
レ
領
二

此
柵
山
一
也
。
（
中
略
）
即
（
大
）
田
田

命
子
神
田
田
命
子
神
背
都
比
古
命
。

此
神
者
天
売
移
乃
命
児
富
止
比
女
乃

命
要
生
児
。
先
考
伊
瀬
川
比
古
乃
命
。

此
神
者
伊
瀬
玉
移
比
古
女
乃
命
要
坐
。

此
伊
西
国
船
木
在
。

と
あ
り
、
同
書
「
胆
駒
神
南
備
山
本
記
」
に
も

大
人
島
国
天
下
奉
レ
出
二
日
神
一
考
。

船
木
遠
祖
大
田
田
神
也
。

と
見
え
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
船
木
氏
と

神
八
井
耳
命
を
祖
と
す
る
船
木
氏
と
は
、

系
譜
的
に
は
異
な
る
が
、
朝
明
郡
に
船
木

氏
が
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
『
神
代
記
』

の
「
伊
西
国
船
木
」
は
、
当
郡
内
に
あ
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
船
木
等
本
記
」
に

橿
白
骨
気
帯
長
足
姫
皇
后
御
世
。

（
中
略
）
　
於
二
是
時
一
船
司
・
津
司
。

初
任
賜
支
。
又
処
処
船
木
姓
賜
支
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
極
目
宮
気
帯
長
足
姫

皇
后
　
（
神
助
皇
后
）
　
の
時
に
、
神
八
井
耳

命
の
子
孫
に
、
船
木
の
姓
を
賜
い
、
船
司
・

津
司
に
任
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
船
木
氏
は
　
「
日
の
神
を
出

だ
し
奉
る
」
　
（
太
陽
を
東
の
海
か
ら
船
に
乗
せ

て
大
人
島
国
へ
迎
え
た
）
　
と
い
う
租
先
功
業

伝
承
を
持
ち
、
当
郡
の
郡
名
も
束
（
朝
）
か

ら
太
陽
　
（
日
の
出
）
　
を
迎
え
る
　
（
明
）
　
と

い
う
功
業
伝
承
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
朝
明
郡
衛
が
東
面
す
る
の
も
、

そ
の
伝
承
に
由
来
し
て
、
日
の
出
　
（
束
）

の
方
向
を
、
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
遽
大
川
が
三
重
郡
と
朝
明
郡

の
郡
堺
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、

『
令
集
解
』
儀
制
令
春
時
禁
固
条
古
記
に

毎
レ
村
私
置
二
社
官
↓
名
称
二
社
首
『

村
内
之
人
。
縁
二
公
私
事
つ
往
コ
来

他
国
『
令
レ
輸
二
神
幣
一

と
あ
る
、
領
域
の
堺
毎
に
神
幣
を
輸
し
て
、

域
内
に
入
る
と
い
う
儀
礼
の
あ
る
こ
と
を
、

天
武
天
皇
は
意
識
さ
れ
、
ま
た
朝
明
郡
の

入
り
口
で
、
旦
　
（
日
の
出
）
　
を
迎
え
た
こ

と
へ
の
強
い
思
い
か
ら
、
天
照
大
神
（
日

の
神
）
　
に
戦
勝
祈
願
の
望
拝
を
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

天
武
天
皇
は
、
日
の
神
を
迎
え
た
と
さ

れ
る
船
木
氏
の
支
配
す
る
朝
明
郡
の
入
り

口
に
あ
た
る
遽
大
川
で
、
日
の
出
を
迎
え

た
こ
と
を
、
天
の
働
き
と
読
ま
れ
、
何
よ

り
も
天
照
大
神
に
戦
勝
祈
願
を
す
る
に
ふ

さ
わ
し
い
地
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。

六
、
丹
比
真
人
屋
主
の
歌
に
つ
い
て

『
万
葉
集
』
に
は
、
聖
武
天
皇
巡
幸
の

時
に
、
丹
比
真
人
屋
主
の
詠
ん
だ
歌

後
に
し
人
を
偲
は
く
四
泥
の
崎
　
木

綿
取
り
垂
で
て
さ
き
く
と
ぞ
思
ふ

（
一
〇
三
一
）

（
議
韻
文
『
高
菜
集
』
巻
二
）

が
見
え
て
い
る
。
こ
の
歌
に
は
、
左
注

右
を
案
ふ
る
に
、
こ
の
歌
は
こ
の
行

の
作
に
あ
ら
ぬ
か
。
然

大
夫
に
勅
し
て
、
河
口
の
行
宮

京
に
還
ら
し
め
、
従
駕
せ
し
め

し
　
で
　
　
　
　
　
　
　
な
か

歌
を
作
る
こ
と
あ
ら
む
。

が
あ
り
、
屋
主
は
勅
に
よ
り
河
口
か
ら
都

へ
還
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
の
歌
で
な

い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
万
葉
集
』
　
の

研
究
者
の
中
に
は
、
屋
主
の
歌
で
は
な
く
、

赤
坂
頓
宮
で
叙
位
（
土
語
競
」
（
誌
十
指
条
）

さ
れ
た
弟
の
家
主
の
歌
で
は
な
い
か
と
す

る
説
が
あ
る
。
勅
に
よ
っ
て
還
っ
た
と
あ

る
左
注
は
、
屋
主
の
こ
と
を
知
る
人
で
な

い
と
記
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
　
『
万

葉
集
』
　
の
歌
も
、
行
幸
の
時
に
詠
ま
れ
た

一
連
の
歌
を
ま
と
め
て
採
用
し
た
も
の
で

あ
り
、
左
注
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ

た
上
で
の
採
用
と
考
え
ら
れ
、
屋
主
は
四

泥
の
崎
に
来
ず
に
、
河
口
な
い
し
都
で
詠

ん
だ
歌
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
、
こ
の
歌
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る

の
は
、
天
武
天
皇
が
述
大
川
で
、
天
照
大

神
を
望
拝
し
た
時
の
こ
と
を
、
量
目
紀
』
は

是
時
。
益
人
到
之
奏
日
。
所
レ
置
レ
関

者
非
二
山
部
王
。
石
川
王
『
是
大
津

皇
子
也
。
便
随
二
益
人
一
参
来
臭
。

（
中
略
）
　
天
皇
大
書
。

と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
遅
れ
て
安

否
を
案
じ
て
い
た
大
津
皇
子
が
、
望
拝
し

た
丁
度
そ
の
時
や
っ
て
来
て
、
大
変
喜
ば

れ
た
と
あ
る
。
四
泥
の
崎
は
、
恐
ら
く
天

武
天
皇
が
迦
大
川
で
望
拝
し
た
時
、
木
綿

四
手
を
奉
げ
ら
れ
た
こ
と
に
因
む
地
名
で
、

屋
主
は
そ
の
こ
と
を
『
書
紀
』
を
読
ん
で
、

あ
る
い
は
『
書
紀
』
を
読
ん
だ
人
よ
り
聞

い
て
お
り
、
行
幸
に
随
行
し
て
通
る
は
ず

で
あ
っ
た
四
泥
の
崎
の
故
事
を
想
っ
て
詠

ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
後
れ
に
し
人
」

（
大
津
皇
子
）
を
偲
び
、
天
照
大
神
を
望
拝
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し
て
　
「
さ
き
く
と
ぞ
田
と
ほ
れ
た
故
事
に

か
け
て
、
行
く
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
四

泥
の
崎
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
さ
に
、
聖
武
天
皇
の
壬
申
の
乱
の
跡
を

辿
る
行
幸
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

七
、
三
重
圧
の
成
立
に
つ
い
て

「
遠
河
」
　
の
四
至
が
み
ら
れ
る
三
重
庄

（
五
十
町
）
　
は
、
東
大
寺
の
初
期
庄
園
で
、

奈
良
時
代
に
お
け
る
伊
勢
国
唯
一
の
東
大

寺
領
で
あ
る
。
前
述
し
た
　
「
東
大
寺
諸
国

庄
々
文
井
絵
図
日
録
等
」
　
に
見
え
る
最
も

古
い
三
重
庄
関
係
文
書
は
、
天
平
勝
宝
八

年
（
七
五
六
）
四
月
九
日
の
国
司
勘
文
で
、

伊
勢
国
司
が
諸
事
を
調
べ
て
考
え
上
申
し

た
文
書
が
、
三
重
圧
の
始
ま
り
を
示
し
て

いる。東
大
寺
の
三
重
圧
が
こ
の
地
に
あ
る
の

は
、
天
武
天
皇
の
天
照
大
神
　
（
日
の
神
・

太
陽
）
　
望
拝
と
こ
の
地
を
訪
れ
ら
れ
た
聖

武
天
皇
の
巡
幸
が
、
大
き
く
関
係
し
て
い

る
。
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
　
（
七

四
九
）
　
十
二
月
丁
亥
　
（
一
千
七
日
）
条
に
よ

れ
ば
、
聖
武
天
皇
は
巡
幸
の
九
ケ
月
前
の

二
月
に
、
河
内
国
大
県
郡
知
識
寺
を
訪
れ

ら
れ
、
慮
舎
那
仏
の
道
立
を
思
い
立
た
れ

て
い
る
。
ま
た
、
『
東
大
寺
要
録
』
所
引

の
　
「
大
神
宮
禰
宜
延
平
日
記
」
や
『
大
神

宮
詣
雑
事
記
』
天
平
十
四
年
十
一
月
十
一

日
条
に
は
、
「
日
輪
者
大
日
如
来
也
。
本

地
者
慮
舎
那
仏
也
」
と
あ
り
、
東
大
寺
大

仏
　
（
塵
舎
那
仏
）
　
は
仏
教
教
理
で
日
輪

（
太
陽
）
　
と
さ
れ
て
い
る
。
東
大
寺
大
仏

（
太
陽
）
と
皇
狙
神
で
あ
る
天
照
大
神
（
太

陽
）
　
の
関
係
か
ら
、
望
拝
し
た
故
事
と
結

び
つ
き
、
伊
勢
国
司
に
よ
っ
て
こ
の
有
縁

の
地
が
東
大
寺
へ
施
入
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
施
大
し
た
天
平
勝
宝

八
年
は
、
伊
勢
国
か
ら
出
さ
れ
た
水
銀
に

よ
っ
て
大
仏
の
鍍
金
が
終
了
す
る
前
年
に

当
た
り
、
東
大
寺
に
と
っ
て
も
伊
勢
国
に

と
っ
て
も
、
意
味
を
持
っ
た
年
で
あ
る
。

八
、
狭
残
行
宮
と
大
伴
家
持
の

歌
に
つ
い
て

『
万
葉
集
』
　
に
は
、
こ
の
巡
幸
に
随
行

し
た
大
伴
家
持
が
、
狭
残
行
宮
で
詠
ん
だ
歌

天
皇
の
行
幸
の
ま
に
ま
吾
妹
子
が

手
枕
纏
か
ず
月
そ
経
に
け
る

（
一
〇
一
二
二
）

御
食
つ
国
志
摩
の
海
人
な
ら
し
真
熊

野
の
　
小
船
に
乗
り
て
沖
へ
漕
ぐ
見

ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
三
三
）

が
あ
る
。

従
来
の
研
究
で
は
、
狭
残
行
宮
の
所
在

地
は
未
詳
と
さ
れ
て
い
る
が
、
朝
明
行
宮

す
な
わ
ち
朝
明
郡
衝
　
（
久
留
倍
遺
跡
）
　
で

詠
ん
だ
歌
と
考
え
て
よ
い
こ
と
を
、
次
に

述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

『
続
紀
』
巡
幸
路
と
　
『
万
葉
集
』
　
の
歌

と
の
関
係
を
示
す
と
表
2
の
如
く
な
る
。

『
続
紀
』
　
の
頓
宮
名
を
記
し
た
も
の
と

郡
名
の
み
の
も
の
と
の
相
違
は
、
造
伊
勢

行
宮
司
　
（
十
一
月
壬
申
（
十
九
日
）
任
）
　
に

よ
っ
て
、
新
た
に
造
ら
れ
た
も
の
は
、
そ

の
所
在
地
名
を
取
り
頓
宮
と
し
、
郡
名
の

み
の
も
の
は
、
郡
衛
な
ど
の
既
存
の
施
設

を
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
狭
残
行
宮
の
歌
は
、
四
泥
の
崎
と
美

濃
国
と
の
間
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
そ
の

間
の
行
宮
は
、
朝
明
郡
　
（
朝
明
行
宮
）
　
と

桑
名
郡
石
占
頓
宮
し
か
な
く
、
桑
名
郡
は

そ
の
所
在
地
名
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

狭
残
行
宮
は
朝
明
郡
の
そ
れ
を
指
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
前
述
し
た
寛
政
八
年
　
（
一
七
九

六
）
　
の
　
『
朝
明
郡
内
桑
名
藩
領
絵
図
』

表
㈲
　
『
続
紀
』
巡
幸
路
と
『
万
葉
集
』
の
歌

（
図
2
）
　
に
は
、
久
留
倍
遺
跡
の
北
東
に

「
大
ヤ
チ
出
郷
　
礫
井
」
　
が
あ
り
、
延
元

四
年
　
（
一
三
三
九
）
　
の
　
『
諸
国
御
厨
御
国

帳
』
に
は
「
佐
々
良
井
神
田
」
が
あ
り
、

ま
た
大
矢
知
の
字
名
に
「
礫
井
」
　
（
サ
ザ
ラ

イ
）
　
が
あ
り
、
現
在
下
さ
ざ
ら
い
町
と
し

て
名
を
留
め
て
い
る
。
こ
の
「
サ
ザ
ラ
イ
」

は
、
狭
残
　
（
サ
ザ
）
　
の
地
名
に
関
わ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
、
大
矢
知
の

吉
名
は
「
狭
残
」
で
、
出
郷
の
「
礫
井
」

は
大
矢
知
（
狭
残
）
村
が
朝
明
川
に
設
け

た
井
堰
に
由
来
し
た
地
名
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
狭
残
行
宮
で
詠
ま
れ
た
一
〇
三
三

番
の
御
食
つ
国
志
摩
の
歌
も
、
従
来
は
、

何
故
こ
の
地
で
詠
ま
れ
た
か
よ
く
分
か
っ

て
い
な
か
っ
た
が
、
狭
残
行
宮
が
朝
明
郡

衛
で
、
久
脅
倍
遺
跡
で
あ
る
と
考
え
る
と
、

明
確
に
理
解
で
き
る
。
志
摩
国
は
水
田
可

※
『
万
葉
集
』
は
、
左
注
を
参
考
に
表
記
。
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耕
地
が
少
な
く
、
『
続
紀
』
　
神
亀
二
年

（
七
二
五
）
　
七
月
壬
寅
　
（
二
十
一
日
）
　
条
に

は
「
以
二
伊
勢
尾
張
二
園
田
つ
始
班
コ
給

志
摩
国
口
分
田
一
」
と
あ
り
、
ま
た
天
平

二
年
（
七
三
〇
）
の
　
『
尾
張
国
大
税
帳
』
　
（
正

倉
院
文
書
）
の
山
田
郡
（
蒜
藷
輩
語

義
籍
藍
久
）
に
も
、
「
志
摩
国
伯
姓
口
分

田
輸
租
穀
弐
拾
参
斜
壱
斗
」
と
あ
り
、
恐

ら
く
朝
明
郡
で
も
志
摩
国
口
分
田
が
班
給

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
志
摩

国
口
分
田
が
朝
明
郡
、
特
に
朝
明
川
の
流

域
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
志
摩
国
百
姓
は

朝
明
川
を
利
用
し
て
輸
租
穀
を
朝
明
郡
の

正
倉
　
（
久
留
倍
遺
跡
）
　
に
納
め
、
収
穫
し

た
稲
穀
を
船
で
志
摩
国
へ
運
ん
だ
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
巡
幸
中
の
十
一
月

四
日
に
は
、
河
口
顕
官
で
伊
勢
国
の
租
を

免
じ
た
こ
と
か
ら
、
一
旦
納
入
し
て
い
た

租
穀
を
受
け
取
り
、
船
で
志
摩
国
へ
運
ん

だ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
延
書

式
』
内
膳
司
諸
国
貢
進
御
蟄
条
の
旬
料
に

は
、
「
志
摩
国
御
厨
鮮
鰻
螺
。
起
二
九
月
一

尽
二
明
年
三
月
『
月
別
上
下
旬
各
二
掘
。

味
漬
。
腸
漬
。
蒸
鰻
。
玉
貫
御
取
夏
鰻
等

月
別
惣
五
掘
。
雑
魚
十
三
掘
。
嵩
聾

と
あ
り
、
巡
幸
中
に
は
朝
明
行
宮
へ
旬
料

の
御
贅
を
船
で
運
ん
だ
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
当
時
、
朝
明
川
は
川
北
町
の
南
側
を

流
れ
、
海
は
大
き
く
湾
入
し
朝
明
川
の
河

口
か
ら
沖
へ
漕
ぎ
行
く
志
摩
の
船
を
、
高

台
に
あ
る
久
留
倍
遺
跡
　
（
狭
残
行
宮
）
　
か

ら
、
大
伴
家
持
は
眺
め
て
詠
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
前
述
し
た
『
住
吉
大
社
神

代
記
』
　
に
、
船
木
氏
は
船
司
・
津
司
に
任

じ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
朝
明
川
河
口
に

は
津
が
あ
り
、
『
書
紀
』
　
に
朝
明
郡
家
で

東
山
軍
と
と
も
に
「
束
海
軍
」
を
発
し
た

と
あ
る
こ
と
は
、
大
変
興
味
が
持
た
れ
る
。

九
、
お
　
わ
　
り
　
に

以
上
、
朝
明
郡
家
跡
の
発
見
を
契
機
に

し
て
、
江
戸
時
代
以
来
諸
説
紛
々
と
し
て

い
た
壬
申
の
乱
お
よ
び
聖
武
天
皇
伊
勢
巡

幸
に
関
わ
る
当
地
域
の
地
名
を
整
理
検
討

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
比
定
地
を
明
ら
か
に
し

て
き
た
。
特
に
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
述

大
川
で
行
な
わ
れ
た
天
照
大
神
望
拝
の
意

味
や
壬
申
の
乱
の
跡
を
辿
る
聖
武
天
皇
巡

幸
に
随
行
し
、
途
中
で
還
っ
た
丹
比
屋
主

の
歌
や
東
大
寺
へ
施
入
さ
れ
た
三
重
圧
の

意
味
、
そ
し
て
江
戸
時
代
以
来
所
在
地
未

詳
と
さ
れ
て
き
た
狭
残
行
宮
が
、
久
脅
倍

遺
跡
　
（
朝
明
郡
家
）
　
に
比
定
で
き
る
点
を

明
ら
か
に
し
た
。

今
後
、
当
遺
跡
の
保
存
問
題
に
と
っ
て
、

本
論
が
少
し
で
も
役
に
立
ち
、
国
史
跡
と

し
て
保
存
さ
れ
、
後
世
に
悔
い
を
残
す
こ

と
の
な
い
判
断
が
、
な
さ
れ
る
こ
と
を
希

望
し
て
、
本
論
を
終
え
た
い
。

（
補
註
に
つ
い
て
は
、
次
号
に
掲
載
予
定
）




